
 

仙台市局区指定管理者選定委員会の設置及び運営に関する要綱 

（平成１５年１２月２４日市長決裁） 

 

（指定管理者選定委員会の設置） 

第１条 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規

定する指定管理者をいう。以下同じ。）に指定しようとする団体の選定に関し，次条の規

定による審議を行うため，別表の左欄に掲げる局区の区分に応じ，それぞれ同表の中欄

に掲げる委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （委員会の審議事項） 

第２条 委員会は，それぞれの局区が所管する公の施設（以下「所管施設」という。）に係

る指定管理者の指定に関し，次に掲げる事項を審議する。 

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の募集に関する事項 

(2) 指定管理者に指定しようとする団体の選定方式及び選定に関する事項 

 （委員会の組織） 

第３条 委員会は，市長が委嘱又は任命した委員をもって組織する。 

２ 委員会に委員長を置き，委員のうちから委員会を設置する局区の長（以下「担当局区

長」という。）がこれを定める。 

 （会議） 

第４条 担当局区長は，委員会の会議を招集する。 

２ 委員長は，委員会の会議の議長となる。 

３ 委員長及び委員のうち審議に関し公正な判断をすることができないと認められる者は，

当該審議に加わることができない。 

４ 委員長が前項の規定により審議に加わることができないとき又は委員長に事故あると

きは，委員のうち担当局区長が指名する者が，委員長の職務を代行する。 

５ 委員会は，委員長及び委員の半数以上の出席がなければ，会議を開くことができない。 

６ 委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。ただし，第２条第１項第２号に規定する指定管理者に指定しようと

する団体の選定に関する事項については，当該委員会で定めた選定方式により決するも

のとする。 

７ 委員長が会議を開く暇がないと認めたときは，持ち回りで決議することにより，前項

の規定による議決に代えることができる。 

８ 会議は，非公開とする。 

９ 委員長は，必要と認めるときは，関係者の出席を求め，その意見を聴き，又は説明を

求めることができる。 

 （専門部会） 

第５条 担当局区長は，必要と認めるときは，委員会に，所掌する所管施設を定めた専門

部会を置くことができる。 

２ 専門部会は，委員長及び担当局区長が定める委員をもって組織する。 

３ 専門部会に専門部会長を置き，委員長をもって充てる。 

４ 専門部会の会議の運営については，前条の規定を準用する。 



 

５ 専門部会の議決は，これをもって委員会の議決とする。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は，別表の左欄に掲げる局区の区分及び同表の中欄に掲げる委員会

の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる課が行う。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，担当局区長が

定める。 

  附 則（平成１５年１２月２２日改正） 

この要綱は，平成１５年１２月２４日から実施する。 

  附 則（平成１６年４月１日改正） 

この改正は，平成１６年４月１日から実施する。 

  附 則（平成１６年１０月１日改正） 

この改正は，平成１６年１０月１日から実施する。 

  附 則（平成１８年３月３１日改正） 

この改正は，平成１８年４月１日から実施する。 

  附 則（平成１９年３月３０日改正） 

この改正は，平成１９年４月１日から実施する。 

  附 則（平成１９年７月２日改正） 

この改正は，平成１９年７月２日から実施する。 

  附 則（平成２０年３月３１日改正） 

この改正は，平成２０年４月１日から実施する。 

附 則（平成２２年３月３１日改正） 

この改正は，平成２２年４月１日から実施する。 

  附 則（平成２３年５月１日改正） 

この改正は，平成２３年５月１日から実施する。 

  附 則（平成２５年１１月２５日改正） 

この改正は，平成２５年１２月１日から実施する。 

  附 則（平成２６年３月１９日改正） 

この改正は，平成２６年４月１日から実施する。 

附 則（平成２６年１０月８日改正） 

この改正は，平成２６年１０月８日から実施する。 

附 則（平成２７年６月２６日改正） 

この改正は，平成２７年６月２６日から実施する。 

附 則（平成２８年３月２４日改正） 

この改正は，平成２８年４月１日から実施する。 

附 則（平成２９年３月１７日改正） 

この改正は，平成２９年４月１日から実施する。 

附 則（令和２年２月１７日改正） 

この改正は，令和２年４月１日から実施する。 

附 則（令和５年３月１６日改正） 



 

この改正は，令和５年４月１日から実施する。 

   附 則（令和８年４月１日改正） 

 この改正は，令和８年４月１日から実施する。 

 

別表（第１条，第６条関係） 

局 区 委 員 会 課 

財政局 財政局指定管理者選定委員会 財政局財政部財政企画課 

市民局 市民局指定管理者選定委員会 市民局区政部区政課 

健康福祉局 健康福祉局指定管理者選定委員会 健康福祉局総務課 

こども若者局 こども若者局指定管理者選定委員

会 

こども若者局総務課 

経済局 経済局指定管理者選定委員会 経済局産業政策部経済企画課 

文化観光局 文化観光局指定管理者選定委員会 文化観光局交流企画課 

都市整備局 都市整備局指定管理者選定委員会 都市整備局総務課 

建設局 建設局指定管理者選定委員会 建設局総務課 

太白区 太白区指定管理者選定委員会 太白区区民部総務課 

 


